
1/5

○三原市お試し暮らし滞在費補助金交付要綱  

平成３０年５月１８日 

要綱第５７号 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、本市への移住を促進し地域の活性化を図るため、

本市への移住等を希望する者又は地域と多様な形で関わり、継続して

つながりを希望する者が行う活動に要する費用の一部に対し、予算の

範囲内において、三原市お試し暮らし滞在費補助金（以下「補助金」

という。）を交付するものとし、その交付に関しては、三原市補助金

等交付規則（平成１７年三原市規則第５６号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（用語の定義） 

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

(1)　移住等　移住及び２地域居住（生活の拠点を２つ持つライフスタ

イル） 

(2)　企業等視察　市内の企業若しくは個人事業者への就業に関する

視察又は採用に関する面接 

(3)　体験活動等　市内における農業研修、漁業研修又は産業体験 

(4)　起業・創業活動　市内において、商工業等の起業・創業を行うた

めの情報収集・見学 

(5)　宿泊施設　旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）の規定による

旅館業を行うための施設その他対価を支払って宿泊する施設及び農

山漁村民泊施設（農林漁業者が自らの住宅を活用して実施する有料

の農林漁業体験宿泊施設をいう。）のうち、市内で営業するもの 

(6)　レンタカー　道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第８０条

第１項の規定による許可を受けた市内で営業する事業者から業とし

て有償で貸し渡される自家用自動車 

 
改正　令和４年３月３０日要綱第

４１号

令和６年９月３０日要綱第１

３９号
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(7)　市税　市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税及び国民

健康保険税をいう。 

（補助対象者） 

第３条　補助の対象となる者は、第６条に規定する交付申請時から起算

して前１年以上県外に引き続き住所を有する者で、次条各号に掲げる

活動を行うものとする。ただし、次の各号に掲げる者を除くものとす

る。 

(1)　福祉施設への入所を目的としている者 

(2)　勉学のために転入を検討している者、又は勉学のために転出し、

勉学の修了により再び転入を検討している者 

(3)　本市における市税の滞納がある者 

(4)　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による住宅扶助

その他の公的制度による家賃補助等を受けている者 

(5)　暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号）第２条第１項第６号に規定する暴力団員をい

う。以下、同じ。）又は暴力団（同法第２条第１項第２号に規定す

る暴力団をいう。）若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者 

(6)　市の実施する各施策に関する調査に協力できない者 

(7)　その他市長が補助対象者として不適当と認めた者 

（補助対象活動） 

第４条　補助の対象となる活動は、市内への移住等を検討するため又は

地域と多様な形で関わり、継続してつながりを検討するために２日以

上連続して宿泊施設に宿泊をして行う次の各号のいずれかに該当する

活動とし、本市に滞在している期間中に、本市の担当者と面会し、当

該活動に関する相談を行うものとする。ただし、第７条に規定する交

付決定の日が属する年度末までに活動を完了させなくてはならないも

のとする。 

(1)　市内で住居を探す活動 

(2)　企業等視察又は体験活動等に参加する活動 

(3)　起業・創業活動 
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(4)　関係機関の窓口での相談活動 

(5)　生活環境の実地調査活動 

(6)　地域交流又は地域貢献活動 

（補助金額等） 

第５条　補助対象経費及び補助金の額は、次の表の左欄に掲げる経費の

区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額の合計額（当該額に１０

０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）とする。 

（交付申請） 

第６条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、三原市お試し暮らし滞在費補助金交付申請書（様式第１号）に、

次の各号に掲げる書類を添えて、活動の実施前７日までに市長に提出

しなければならない。 

(1)　活動計画書 

(2)　補助対象者全員の住民票又は戸籍の附票の写し（交付申請時にお

いて１年以上県外に引き続き住所を有していたことが確認できるも

の） 

 
補助対象経費 補助金の額

 
宿泊に要する経費 宿泊施設に支払った額の2分の1又

は1人 1泊当たり2,500円のいずれか

低い額を限度とし、1年度1人につき

20,000円を上限とする。ただし、1

世帯当たり4人まで利用可能とす

る。

 
レンタカーの借上げに要する経費 レンタカーの借上げに支払った額

（当該借上げの時間が168時間を超

える場合は、168時間分の借上げに

要する経費に限る。）の2分の1又は

24時間当たり3,000円のいずれか低

い額を限度とし、1年度1人につき

21,000円を上限とする。
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(3)　その他市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第７条　市長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、

補助の可否を決定し、規則第７条の補助金等交付決定通知書により申

請者に通知するものとする。 

２　市長は、前項の規定による補助金の交付を決定する場合において、

必要な条件を付すことができる。 

（変更承認申請） 

第８条　補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）

は、その申請事項について変更が生じた場合は、三原市お試し暮らし

滞在費補助金変更申請書（様式第２号）を市長に提出し、あらかじめ

その承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める軽微な

変更については、この限りでない。 

（実績報告） 

第９条　補助事業者は、活動完了後、速やかに三原市お試し暮らし滞在

費補助金実績報告書（様式第３号）に、次の各号に掲げる書類を添え

て市長に報告しなければならない。この場合において、活動が完了し

た日から３０日以内又は交付申請日の属する年度末のいずれか早い日

までとする。 

(1)　活動報告書 

(2)　宿泊及びレンタカーの借上げに要する経費に関する領収書の写

し 

(3)　その他市長が必要と認める書類 

（交付額の確定等） 

第１０条　市長は、前条の実績報告を受けたときは、速やかに内容を審

査し、交付すべき補助金の額を確定し、規則第１６条の補助金等の額

の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。 

（交付請求） 
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第１１条　補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、

三原市お試し暮らし滞在費補助金交付請求書（様式第４号）により市

長に補助金の交付請求をしなければならない。 

（決定の取消し） 

第１２条　市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、

補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1)　偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2)　補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反する行為

があったとき。 

(3)　補助対象活動の内容を承認なく変更し、又は補助対象活動を承認

なく中止したとき。 

(4)　前３号に掲げるもののほか、この要綱に違反する行為があったと

き。 

（補助金の返還） 

第１３条　市長は、前条の規定による補助金の交付決定を取り消した場

合において、補助金を既に交付しているときは、期限を定めて、その

全部又は一部の返還を求めるものとする。 

（その他） 

第１４条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定

める。 

附　則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附　則（令和４年３月３０日要綱第４１号） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附　則（令和６年９月３０日要綱第１３９号） 

この要綱は、令和６年１０月１日から施行する。 


